
令和６年６月２０日 

自  治  区  長  様 

（自治会長・組長） 

飯南町長 塚原 隆昭 

（ 防災危機管理室 ） 

 

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定について 

 

平素は、町行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申しあげます。 

さて、熱中症対策の強化として、気候変動適応法第２１条の規定により、冷房施設を有す

る等の一定の要件を満たす施設を「暑熱避難施設（クーリングシェルター）」として指定でき

ることとなり、本町では下記の施設をクーリングシェルターとして指定しました。 

つきましては、熱中症による健康被害の発生を防止するため、暑さをしのぐ場所として利

用していただきたく、地区内へ周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．クーリングシェルター指定施設 

施設名 開放日 時間帯 
受入可能

人数 

飯南町役場本庁舎 

1階 待合ホール 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 

8時 30分～ 

17時 15分 
10人 

飯南町保健福祉センター 

1階 ロビー 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 

8時 30分～ 

17時 15分 
10人 

来島交流センター 

1階 交流スペース 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 

8時 30分～ 

17時 15分 
10人 

さつき会館 

1階 ロビー 

月曜日から金曜日 

（祝日を除く） 

8時 30分～ 

17時 15分 
10人 

 

２．注意事項 

・飲料水等は各自でご用意ください。 

・利用に当たっては各施設の指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 覧 資 料 １     
 

お問合せ 

防災危機管理室 

電話７６－２２１１ 

FAX７６－２２２１ 



指定暑熱避難施設

危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒
アラートの発表期間中、一般に開放されます。
クーリングシェルターの場所、開放時間等の詳細については、市町村が公表している情
報をご確認ください。

指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）とは

こまめに水分・塩分
を補給！

適切にエアコン
を使おう！

熱中症警戒アラート
をチェック！

見守り・声かけ！

熱中症予防行動

熱中症対策としては、涼しい環境への避難が大切なため、事前に市町村が指定を行って
いるクーリングシェルターが指定の時間開放されます。自宅にエアコンがある場合等、
涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。

熱中症対策

クーリングシェルター
クーリングシェルター・マーク



暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe Temperature）は、熱中症を予
防することを目的として 1954 年にアメリカで提案された指標です。 単位は気温と同じ
摂氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数（WBGT）は人
体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の
大きい ①気温、 ②湿度、 ③日射・輻射 ( ふくしゃ ) など周辺の熱環境の３つを取り
入れた指標です。 

暑さ指数とは

広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、
医療の提供に支障が生じるようなおそれがある場合に発表されます。都道府県内の全暑
さ指数情報提供地点で暑さ指数 35 以上となることが予測されます。

熱中症特別警戒アラートとは

= 　1　  ：  　7　  : 　 2
乾球温度
（気温） 湿球温度 黒球温度

暑さ指数
（WBGT）



熱中症特別警戒情報

・広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、
熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療
の提供に支障が生じるようなおそれがある場合
に発表されます。

・具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情
報提供地点において暑さ指数35以上となる時
などが該当します。

・高齢者、乳幼児等の熱中症にかかりやすい方の周りの方
は、熱中症にかかりやすい方が室内等のエアコン等によ
り涼しい環境で過ごせているか確認してください。

・熱中症にかかりやすくない方も、水分補給・塩分補給を
してください。

・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、全ての人
が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント等
の中止、延期、変更（リモートワークへの変更を含む。）等を判断してください。

［ 熱 中 症 特 別 警 戒 ア ラ ー ト ］
熱中症予防情報サイト

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症を予防するために

熱中症特別警戒アラート等の色のイメージ

熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）発表中

熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）発表中

暑さ指数31・32に達する地域※

※暑さ指数31以上は、日本生気象学会の指針によると、危険とされており、
　日本スポーツ協会によると、運動は原則中止とされている。



熱中症に関する情報

暑くなる前に
○熱中症やその対策等について学ぶ
○住まいの工夫など（エアコンの試運転）
○暑さになれて、暑さに強くなる準備（暑熱順化）

暑さ指数を提供している全国約840地点で、
気象情報を基に暑さ指数の予測値を算出

※熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートの発表後の取り消し、また解除の案内はございません

前日14時頃に
該当地域自治体に発表

■発表時
・熱中症予防行動の徹底
・家族や周囲の人々による見守
り、声かけ等の共助等と公的
な支援である共助も活用

・運動、外出、イベント等の中
止や延期を検討推奨

当日0：00～23：59まで

前日17時頃に
該当地域に発表

当日５時頃に
該当地域に発表

熱中症特別警戒アラート熱中症警戒アラート

・涼しく過ごせる環境の確保　・水分、塩分補給の準備
・高齢者、乳幼児等熱中症にかかりやすい方への準備を確認
・翌日の運動、外出、イベント等の中止や延期を判断

前日

当日

暑さ指数、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート等

0:000:00

3:003:00

6:006:00

9:009:00

12:0012:00

15:0015:00

18:0018:00

21:0021:00

3:003:00

6:006:00

9:009:00

12:0012:00

15:0015:00

18:0018:00

21:0021:00

共通する当日までの準備・確認事項



令和６年６月２０日 

 

自 治 区 長  様 

 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（ まちづくり推進課 ） 

 

「飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会」の開催について 

  

 平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本町は「第２次飯南町総合振興計画」に基づき、「笑顔あふれるまち飯

南町」を目指し６つの基本施策を定め、事業に取り組んでいます。 

基本施策の１つである「自治・協働 住民が主役の協働のまちづくり」を推進

するため、別紙開催要項のとおり「飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会」への

実施希望団体を募集します。詳細は開催要項をご確認ください。 

 

つきましては、回覧文書により自治区内へ周知をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 問合せ 】 

まちづくり推進課 情報担当  

ＴＥＬ：７６－２８６４ 

ＦＡＸ：７６－２２２１ 

回 覧 
資 料 ２ 



自治・協働 ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑪

⑬

自然環境 ⑭

別表1(第3条関係)

飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会テーマ一覧表

分野
テーマ
番号

基本施策 担当課

　住民主体のまちづくりの推進
（まちづくり組織への住民参画など） まちづくり推進課

教育・文化・
子育て

　子育てしやすい環境づくり
（保育環境の充実・経済的な支援など）

住民課
こども未来推進

　みんなで支えよう！地域の子ども
（教育環境基本方針など） 教育委員会

保健・福祉

　健康づくりの推進
（相談体制・生活習慣の向上など） 保健福祉課

　地域医療の充実
（病院事業の現状など） 飯南病院

⑨ 　地域福祉の充実
（担い手育成・介護サービスの充実など） 保健福祉課

⑩
　高齢者などにやさしい環境づくり
（障がいのある方の自立支援・高齢者の社会
参加促進など）

保健福祉課
福祉事務所

産業

　農林業の振興
（担い手育成・生産基盤の整備など）

産業振興課
　観光の振興
（情報発信・広域連携による取組など）

　商工業の振興
（後継者確保・企業誘致など）

　自然環境の保全
（山林や水の保全・景観保全など） 産業振興課

※ 希望するテーマの詳細については、飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会実施
   申込書の「要望欄(特に説明してほしい内容等)」にご記入ください。

生活環境

　定住の促進
（受入体制の充実・経済的支援など） まちづくり推進課

⑫ 　生活基盤の整備
（公共交通の充実・生活道の整備など）

住民課
建設課

　消防・防災対策の充実
（防災意識向上・避難体制の確立など）

総務課
防災危機管理室



「飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会」開催要項  

 

1. 目的  

「住民が主役の協働のまちづくりの推進」を目的に開催し、住民が

主体的にまちづくりに関わる自治・協働の仕組みをつくります。  

 

２. 対象区分  

若者女性・高齢者団体などの地域コミュニティ及び学校等を対象区分としま

す。※ おおむね１０名程度での開催を想定しています。 

 

３. 開催テーマ  

開催を希望される場合は、あらかじめ別紙「テーマ一覧表」から

ご希望のテーマを選んでください。※概ね３つ程度  

 

４． 開催期間及び会場  

開催期間は８月以降の平日１９時から２１時までの２時間程度と

します。  

会場は、開催希望団体が指定する町内施設で行います。  

 

※  原則、開催日の１０日前までに実施申込書を提出してください。 

 

５． 開催までの流れ  

①  開催を希望される場合は、実施申込書に必要事項を記入し、   

役場・各支所の窓口へ提出するか、 FAX で提出してください。  

②  実施申込書にもとづき、日程やテーマの詳細を調整します。  

③  詳細決定後、申込者へ決定通知書を送付します。  

 

 

 【 問合せ  】 

飯南町まちづくり推進課  情報担当  

ＴＥＬ：７６－２８６４  ＦＡＸ：７６－２２２１  



様式第 1号(第 5条関係) 

飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会実施申込書  

  年   月   日  

  飯南町長     様  

団体名             

住所             

代表者名             

電話番号                                   

 飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会を実施したいので、飯南町

笑顔あふれるまちづくり懇話会実施要綱第 5 条の規定により次のと

おり申し込みます。  

1 希望のテーマ番号 (「別表 1」より選択)        

2 要望欄 (特に説明して欲しい内容等 ) 

 

 

3 希望日時  

【第 1 希望】   月   日   時   分から   時   分まで  

【第 2 希望】   月   日   時   分から   時   分まで  

4 開催場所  

  会場名  

  電話番号  

5 参加予定人数  

6 出席者希望 (課名、役職 ) 

7 その他  



令和６年６月２０日 

 

自 治 区 長  様 

 

飯南町長 塚 原 隆 昭 

（まちづくり推進課） 

 

 

令和６年度 町政座談会の開催について 

 

  

平素は町行政に格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度の町政座談会を５つの公民館単位で、下記のとおり開催いたします。

町民の皆さまとの対話を通して、本町のまちづくりの将来像「笑顔あふれるまち飯南

町」を実現してまいりたいと思いますので、大変お忙しい中とは存じますが、多数の

皆さまにご出席いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

【 開催日時・場所 】 

・７月 ８日(月) 午後７時 ～  午後８時３０分 谷笑楽校 

・７月１７日(水) 午後７時 ～  午後８時３０分 赤名農村環境改善センター 

・７月２４日(水) 午後７時 ～  午後８時３０分 来島交流センター 

・７月２９日(月) 午後７時 ～  午後８時３０分 ふれあいホールみせん 

・７月３１日(水) 午後７時 ～  午後８時３０分 さつき会館 

 

【主な内容】 

・現行総合振興計画の総括 

・教育環境基本方針 

・質疑応答 

 

 

 

 

 

【 お問い合わせ 】 

まちづくり推進課 情報担当 

ＴＥＬ：７６－２８６４ 

ＦＡＸ：７６－２２２１ 

資 料 ３ 



講師 山田 美央

AKOMEYA TOKYO
お米コンシェルジュ兼
自由が丘店店長

「違い」を知ることで、

飯南町に今あるイイトコをとことん

見つめ直して、知らなかった側面や

新たな魅力を探しませんか？

プログラム内容
🍚アコメヤバイヤーによる、まちの魅力の見つけ方講座

講師 マーケティング部柘野英樹氏／ 商品部バイヤー星野仁志氏

🍚利きの会ワークショップ（飯南米と全国の米を食べ比べてみよう）

講師 お米コンシェルジュプラチナ 山田美央氏

お米コンシェルジュとは？
お米の品種や保存方法、炊き方に精通し
たスタッフ。プラチナは、アコメヤ全社員の
中でもたった3名しか持たない資格です！

土鍋でお米の
炊き方 実演

全国のお米
食べ比べ

イチオシの
ごはんのお供
もあります！

商品の企画・開発をするときに重視するポイントから、

地域の魅力を再発掘する視点を学びます。

飯南町に今ある魅力（資源）のひとつである「米」に焦点を当て、

町内産のお米と全国から厳選したお米を食べ比べ ！

それぞれの違いを知ることで、今まで当たり前に接してきたモノコトを

魅力として再認識し、新たな一面や発想を探ってみませんか。



資 料 ４





 
 

 令和６年６月２０日 

 

自 治 区 長 様 

 

飯南町長 塚原 隆昭    

（ 建 設 課 ）   

災害報告について 

 平素は町政の推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、今年も梅雨期をむかえ、大雨による災害の発生が心配される時期となりました。災

害対応は、迅速な状況把握が必要であり、皆様からの情報提供が不可欠です。 

 つきましては、万一、大雨等により貴自治区内で災害が発生した場合は、災害報告等に

ついて別紙によりご報告いただきますようご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１． 報告様式 別紙「災害報告書」によりご報告ください。 

※町が県へ行う災害報告（災害復旧工事の申請手続き）は、災害終息後 10 日以

内に行わなければならないとされています。「災害報告書」では間に合わない場合や、

緊急を要する場合には、電話等でご連絡ください。 

２． 報 告 先 

○ 建 設 課 ･･･ 電話 ７６－３９４２ FAX ７６－２２２１ 

○ 頓原基幹支所 ･･･ 電話 ７２－０３１１ FAX ７２－１７７５ 

○ 来 島 支 所 ･･･ 電話 ７６－２３９３ FAX ７６－２８４５ 

○ 志 々支 所 ･･･ 電話 ７３－０００１ FAX ７３－００２６ 

 

３． 土のう袋 

土のう袋が必要な場合は、役場・各支所・谷公民館へ準備しています。また、土の 

うを役場・各支所・谷公民館へ配布しておりますのでこちらもご活用ください。 

 

４． 参考事項 

大雨による災害の復旧事業として国に採択される基準は、１日の雨量が８０ミリ以

上、または、１時間の雨量が２０ミリ以上の降雨により発生した災害で、一定規模以

上の災害が該当します。 

国に採択された災害復旧事業は、原則として３年以内に工事を実施します。 

資 料 ５       
 



災 害 報 告 書 

    自治区 自治区長             

報告年月日：令和  年  月  日 

自治会・組名 被災箇所 区分 被災状況 連絡先 備 考 

○○自治会 飯南太郎さん宅前の道路 

 

 

飯南花子さん宅前から２０ｍ上流 

※なるべく具体的にお願いします。 

国道５４号 

県道○○線 

町道○○線 

○ ○川 

田・畑など 

幅 ２０ｍ 

高さ ５ｍ 

飯南太郎さん宅 

電話 ○○－○○○○ 

日中は○○○へ連絡 

電話○○－○○○○ 

      

      

      

      

 

  



災 害 報 告 書 

    自治区 自治区長             

報告年月日：令和  年  月  日 

自治会・組名 被災箇所 区分 被災状況 連絡先 備 考 

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

   

 

 

 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 
  

新型コロナウイルス対策 

私がまもる みんなをまもる 
 ～新型コロナワクチン定期接種について～  

－令和 6年 6月－ 

 

 

  

   

 

  

   

 

 

発熱・風邪等の症状のある方の相談 

かかりつけの医療機関にご相談ください。  

 

 

 

★相談・お問い合わせ 

保健福祉センター（保健福祉課） 

☎0854-72-1770 

祝日を除く 月～金 8：30～17：00 

令和６年度の新型コロナワクチン定期接種のご案内 

  令和 6年度の新型ワクチン接種は下記の通り実施予定です。 

  ○定期接種の対象者 

・65歳以上の方 

・日常生活が極度に制限される疾病をお持ちの 60歳～64歳までの方 

（慢性高度の心臓・腎臓・呼吸器不全者等で、概ね身体障害者障害程度 1級相当） 

  1．日  程 令和 6年 秋～冬 

  2．接種場所 町内（飯南病院） 町外（かかりつけ医療機関） 

＊町外にかかりつけ医をお持ちの方は、その医療機関で接種ができるかどうか 

 ご確認をお願いします。  

  3．今年度から自己負担があります。（自己負担額 3,000円）   

  4．希望調査を行います。（7月中旬 郵送） 

5．希望者に予診票と接種券をお送りします。（9月） 

6．予約方法についての詳細は別途おしらせします。 

7．予約日に医療機関でワクチン接種後、自己負担額を医療機関に支払います。 

 

新型コロナワクチン接種の希望調査を行います 

  新型コロナワクチン接種の希望調査を行います。 

  1．7月中旬に希望調査を行います。 

・対象者 65歳以上の方 

・令和 6年度のワクチン接種に関するご案内と希望調査のはがきを郵送します。 

   ・希望の有無をご記入の上、締め切りまでにご返送ください。 

  2．日常生活が極度に制限される疾病をお持ちの 60歳～64歳までの方は、本人もしく

はご家族の方が、保健福祉課までお申し出ください。個別に希望調査票をお送りし

ます。 

   

    

 

   

 

 

任意接種をご希望の方 

1．定期接種対象者以外の方は、任意接種としてワクチン接種を受けることができます。 

2．接種には自己負担（任意接種の自己負担額 概ね 15,300円）がかかります。 

3. 接種予約は、個人で医療機関にご予約ください。 

*ご注意ください：自己負担の金額は令和 6 年 6月時点の情報になります。医療機関によって接種時期や 

自己負担額が異なる場合があります。詳細は接種を希望する医療機関にお問い合わせください。 
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飯南町公民館協議会職員募集及び採用試験について 
飯南町公民館協議会 

（ 教育委員会 ） 

 

飯南町公民館協議会職員を次のとおり募集します。  

 

１．受付期間 

  令和 6年 6月 21日（金）～令和 6年 8月 30日（金） 

  受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時まで。 

  郵送による場合は、令和 6年 8月 30日（金）必着とします。 

 

２．試験区分、採用予定人員及び職務内容 

試験の種類 試験区分 採用予定人員 職務内容 

教養試験 

適正・特性検査 

面接試験 

一般事務 若干名 一般事務 

 

３．受験資格 

（１）次の受験資格を有する者が受験できます。 

一般事務 

学歴・性別 年 齢 

学歴・性別は問いません。ただし、以下の条件があります。 

〇社会教育・生涯学習の推進、地域づくりやまちづくりに 

意欲を持って取組める者 

○普通自動車運転免許を所持している者 

○パソコンの基礎操作ができる者（Word、Excel等） 

平成１8 年４月１日

までに生まれた者

（令和7年４月１日

現在で、満１８歳以

上の者） 

（２）上記にかかわらず、次の各号いずれかに該当するものは受験できません。 

(ア) 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む）。 

(イ) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けること

がなくなるまでの者。 

(ウ) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加

入した者。 

 

４．試験の日時、試験会場及び合格発表 

日  時 試験会場 合格発表 

令和 6年 9月 29日（日） 

受付時間 8：45～9：15 

試 験 9：30～ 

飯南町役場 

２階会議室 

10 月中旬までに飯南町役場掲示

板に掲示するほか合格者に通知し

ます。 

 

 

 

裏面へ 
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５．試験内容 

試験種類 内     容 

教養試験 
（高卒程度） 

一般的知識、知能分野について択一式による筆記試験を行います。 
【試験時間】9：30～11：30（2時間） 

事務適正検査 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面からみ
ます。 
【試験時間】1１：４０～11：５０（10分間） 

性格特性検査 
公務員に求められる六つの資質について、性格特性をみます。 
【試験時間】13：00～13：20 

面接試験 
主として人格、性格をみる目的で個人面接を行います。 
【試験時間】13：30～（一人 1５分程度） 

 

６．受験手続 

（１）申込用紙の交付 

(ア) 申込用紙は、飯南町教育委員会および町内各公民館で交付します。 

(イ) 申込用紙を郵便で請求する場合は、連絡先を明記したものと１４０円切手を貼った

宛先明記の返信用封筒（角２）を必ず同封して、封筒に「試験請求」と朱書し、飯南

町教育委員会まで請求して下さい。 

 但し、8月 23日（金）（必着）までに請求のあったものに限り返送します。 

（２）受験の申込み 

(ア) 申込書に必要な事項を記入し、飯南町教育委員会または町内いずれかの公民館

へ提出して下さい。郵送する場合は、封筒の表に「試験申込」と朱書し、書留で郵

送して下さい。 

(イ) 申込みの際、はがきに６３円切手を貼付し、受験者本人の郵便番号、住所、氏名を

明記した後、点線に沿って切り取った受験票をはがき裏面中央にしっかりと貼り付

けて、作文（「公民館主事として取り組みたいこと」800 字程度）と併せて提出し

て下さい。  （飯南町ホームページからもダウンロードできます。） 

注）※欄（受験番号欄）には記入しないでください。  

写真は、受験票の交付を受けた後、撮影年月を写真裏面に記述し、試験当

日までに貼り付けてください。 

受験票は、受付締め切り後、受験番号を記入のうえ、返送します。 

(ウ) なお、受験票は、申し込みを受けた際、すぐに交付しないで受験資格を審査し、受

付締め切り後返送します。受験票が令和 6年 9月 20日（金）までに到着しない

ときは、飯南町教育委員会へ申し出て下さい。     

 

７．合格から採用まで 

（１）採用は条件付きのものとし、６ヶ月を良好な成績で勤務した時点で正式に採用します。 

（２）年齢・経験等により合格発表後、令和 7年 4月 1日以前に採用することがあります。 

 

８．その他 

  受験手続、その他この試験についてのお問い合わせは飯南町教育委員会 

（〒690－3513 飯石郡飯南町下赤名 880番地 ℡0854-76-3944）までお願いし

ます。 





//1

司
会
佐
藤
夕
子

斡

!垂電陛鯵 :

illヨ
:冨重目鷺鷺gttB魯重冨冨三:i―

L

業
し

磐
り
だ
く
さ
ん
ｒ

と
ィ

ベ
ン
ト

おいしい輸げ盛「,だ(さん

0
み ん

ヽ
今
ヾ

ｏ
，　
テ

´̈
μ
ヽ

で

鋳 蟻
H

遊 吟
Yugin

松江市出身の兄弟デュオ。

2008年人気番組「あいの

り」の三題歌「Fate」 で

メジャーデビュー。

全国各地でライブ活動を続

けながら、兄弟ならではの

患の合つたハーモニーを届

けています。

松江市出身のシンガー

ソングライター。

独特の日本的な

メロディーと深く優しい

テンダーボイスで

地元のみならす全国に毛多く

のフアンを増やしています。

六 子
LOCO

＼
、

柄

ヽ

ゴ

/
了覇NAの多J ｀

ル

0
|

1日.(土)

場 頓 交流広場
ケ 保

ヽ

‐
，

時 間 22:30 盆 り 。

飯南牡丹

神事

よ ヽ

実行委員長挨拶、町長祝辞

六子、遊吟 LIVE
打ち上げ花火

杉原由佳

津軽三味 「不日の 宴」

Δ
Ｅ

Ｆ I

主催 :とんばらふる里夏祭り実行委員会

後援 :飯南町商二会

協賛 :町内会各種団体・各種企業

お問い合わせ先 TEL 085牛 72‐ 0907

場所 :〒 690-3207
島根県飯石郡飯南町頓原2212‐ 3


